
公共工事に係る中間前金払制度に関する取扱要領 

 

１ 趣旨 

この要領は、山梨県が発注する公共工事に係る中間前金払に関し、必要な事項を定める

ものとする。 

 

２  対象となる工事 

公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年法律第１８４号）第５条の規定

に基づき登録を受けた保証事業会社の保証する土木建築に関する工事（土木建築に関す

る工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機

械類の製造を除く。）のうち、請負代金額が１００万円以上であって、次の要件のすべ

てに該当するものに適用する。 

（１）工期の２分の１を経過していること。 

（２）工程表により工期の２分の１を経過するまでに実施すべきものとされている当該工 

事に係る作業が行われていること。 

（３）既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の２分の１以上の額 

に相当するものであること。 

ただし、前金払の支払いを受けた後でなければ、中間前金払を請求することはできな 

い。 

なお、工期及び請負代金額に変更があった場合の要件の適用については、中間前金払

の認定請求時点の工期及び請負代金額によるものとする。 

   また、債務負担行為及び継続費（以下「債務負担行為等」という。）に係る契約につ

いては、当該会計年度の出来高予定額を対象として適用するものとし、（１）中「工期

の２分の１」とあるのは「当該会計年度の工事実施期間の２分の１（以下同じ）」と、（３）

中「請負代金の額の２分の１」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額の２分の１」

と読み替える。 

 

３  対象となる経費の範囲 

当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費（当該工事において償却 

される割合に相当する額に限る。）、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補 

償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費とする。 

 

４  割合 

請負代金額の１０分の２以内の額とする。なお、債務負担行為等に係る契約について



は、会計年度ごとの出来高予定額の１０分の２以内の額とする。 

ただし、中間前金払を行った後の前払金の合計額が、請負代金額の１０分の６を超え

てはならないものとする。なお、債務負担行為等に係る契約については、会計年度ごと

の出来高予定額の１０分の６を超えてはならないものとする。 

  

５  部分払との併用 

中間前金払は、部分払と併用することができる。ただし、部分払の支払いを受けた後

に中間前金払を請求することはできない。 

債務負担行為等に係る契約については、会計年度ごとに部分払と併用することができ

る。ただし、同一会計年度において、部分払の支払いを受けた後に中間前金払を請求す

ることはできない。 

なお、繰り越したことにより複数年度に渡る場合は、同一会計年度の工事として扱い、

部分払の支払いを受けた後に中間前金払を請求することはできない。 

 

６  認定の方法 

（１）受注者が中間前金払を請求しようとするときは、中間前金払認定請求書（別紙様式

１）を２部作成し、工事履行報告書（別紙様式２）及び実施工程表を添付して、発注

者に提出する。 

（２）２－（３）における経費の実績は、２－（２）による作業実績の確認ができれば、

明らかに請負代金額の２分の１を下回る場合を除き確認できたものとみなし、その認

定は、中間前金払認定請求書の作成時点における出来形に請負代金額を乗じて得た額

により行うものとする。 

この場合、工事現場に搬入された検査済みの工事材料があるときは、これに相応す

る請負代金相当額を出来高に加算して進捗額を認定することができるものとする。 

     ただし、実施済みの工費の数値に疑義がある場合に限り、当該数値の根拠資料の提

示等を求めるものとする。 

（３）発注者は、受注者からの提出資料に不備若しくは遅滞があったとき若しくは連休期

間前その他特別の事情があるときを除き、その認定結果について、当該請求を受けた

日から７日以内に中間前金払認定調書（別紙様式３）により、受注者に通知するもの

とする。その際、認定結果が妥当と認める場合には、当該認定調書を２部作成し、１

部を受注者に交付し、他の１部は請求書に添えて処理するため保管するものとする。 

（４）本庁執行の契約に係る認定については、当該工事を担当する所轄所属の長が発注者

に代わり行うことができるものとする。 

 



７  支払いの方法 

発注者は、受注者から建設工事請負契約約款第３４条第３項に基づく中間前金払請求 

書（山梨県建設工事執行規則第１９号様式の２）及び中間前金払に関する保証証書の提 

出があったときは、当該支払請求を受けた日から１４日以内に支払うこととする。 

   

 

 

附則 

（施行期日） 

１  この要領は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

２  中間前金払制度に係る次の関係通知は廃止する。 

（１）公共工事の中間前金払制度の導入について（平成１１年１０月６日付け土総第１０

－１号土木部長通知） 

（２）中間前金払制度に係る事務取扱いについて（平成１２年１１月２日付け土総３第 

１０－１９号土木部長通知） 

（３）中間前金払を選択した工事に係る部分払について（平成１５年１月１４日付け土総

３第１－４号土木部長通知） 

（４）公共工事の中間前金払制度における履行確認について（平成１６年７月２９日付け

土総第５６５号土木部長通知） 

（５）中間前金払制度に係る事務取扱について（平成２８年５月１９日付け県土総第 

６９１号県土整備部長通知） 

  

（経過措置） 

３  平成２８年５月３１日以前の入札公告又は指名通知により中間前金払を選択した契約

案件について、受注者から部分払との併用の申し出があったときは、変更契約を行えば

併用を適用しても差し支えないものとする。 

ただし、既に部分払の支払いを受けた案件には適用しない。なお、債務負担行為等に

係る契約については、当該会計年度において既に部分払の支払いを受けた案件には適用

しないものとする。 



 

 

（別紙様式１） 

 

平成  年  月   日 

 

 

所轄所属長 職  氏 名   殿 

 

  

                                        住    所 

                                請負者  商号又は名称 

                                        氏    名                     

 

中間前金払認定請求書 

 

次の工事について、建設工事請負契約約款第３４条第４項に基づいて、中間前金払の認

定を請求する。 

 

契 約 番 号   

工 事 名   

請負代金額 

 ￥             

   

（出来高予定額） 

   平成  年度  ￥                        

   平成  年度  ￥             

   平成  年度  ￥             

契約年月日  平成  年  月  日 

工   期 自平成  年  月  日  至平成  年  月  日   

 

（注）１  認定資料として工事履行状況報告書（別紙様式２）を添付すること。 

２ 債務負担行為等に係る契約の場合は、各年度の出来高予定額を記入する 

こと。 

 

 



（別紙様式２）

㊞

㊞

㊞

（注）１　実施工程表(計画工程と実施工程を対比したもの）を添付する。

　　　２　計画工程は、契約書第３条に基づき提出した最新の工程表による。

　　　３　実施工程は、当該報告月までの出来高累計を「工事日誌」等により記載する。

　　　４　中間前金払認定時に「５０％」を超えているかを確認し、備考欄に記載する。

（備考）本表は、必要に応じて適宜項目欄を加除して作成するものとする。

平成　　年　　月　　日

上記内容について確認しました。　　　　　監督員　　職・氏名　　　　　　　　㊞

工 　事　 履 　行　 報　 告　 書

（記事欄）

契約番号

工事名

平成　　　年　　　月　　　日（　　　月　　　日までの出来高）

　月　　別

現 場 代  理 人

主任技術者又は監理技術者

専 門 技 術 者

工　期

日　付

平成　　　年　　　月　　　日～平成　　　年　　月　　日

備　　考（Ｂ-Ａ）％実施工程　％計画工程　％　　

ＣＢＡ



（別紙様式２）

山田　太郎 ㊞

山梨　一郎 ㊞

甲府　次郎 ㊞

（注）１　実施工程表(計画工程と実施工程を対比したもの）を添付する。

　　　２　計画工程は、契約書第３条に基づき提出した最新の工程表による。

　　　３　実施工程は、当該報告月までの出来高累計を「工事日誌」等により記載する。

　　　４　中間前金払認定時に「５０％」を超えているかを確認し、備考欄に記載する。

（備考）本表は、必要に応じて適宜項目欄を加除して作成するものとする。

平成　　年　　月　　日

上記内容について確認しました。　　　　　監督員　　職・氏名　　　　　　　　㊞

100.0

85.0

95.0

90.0

65.0

-5.030.035.0

0.00.0

-5.045.0

10.0

計画工程　％　　

ＣＢＡ

-3.072.075.0

-5.060.0

３月

２月

２９年１月

１２月

工　期

日　付

８月

７月

平成２８年　４月１２日～平成２９年　３月１５日

　　６月

　　５月

２８年４月

備　　考（Ｂ-Ａ）％

現 場 代  理 人

主任技術者又は監理技術者

専 門 技 術 者

-2.03.05.0

> 50％

実施工程　％

-2.08.0

0.0

１１月

１０月

９月

-2.018.020.0

50.0

工 　事　 履 　行　 報　 告　 書（記載例）

（記事欄）
・工期１／２にあたる１０月以降の報告である。
・計画工程において、工期の１／２である９月３０日までに実施する工程(実施工程表の
バーチャート部参照）が実施工程で施工済である。
・実施済みの工費が請負代金額の１／２以上である。

契約番号 ○○-１６-０１００

工事名 県道○○線道路改良工事

平成２８年１２月　２日（１１月３０日までの出来高）

　月　　別



 

 

（別紙様式３） 

中間前金払認定調書 

 

 

契約の相手方 

 

 

 

 

契 約 番 号 

 

 

 

工 事 名 

 

 

 

 

工 期 

 

 

 

契 約 金 額 

 

 

 

契約年月日 

 

 

 

 

 

 

摘 要 

 

 

 

 

 

 

 上記の工事についてその進捗を確認したところ、中間前金払をする 

ことができる要件を具備していることを（・認定する。・認定しない。） 

    

     平成   年   月   日 

 

            所轄所属長 職 氏 名      □ 

 


